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岡崎市議セクハラ問題の要望

書を提出してきました。 
  

市民オンブズ岡崎６月定例会前に、岡崎市議会議員のセクハラ疑惑が中日新聞で取り

上げられていることを知り、会としての対応を例会で諮りました。その結果、両社の主

張が大きく異なっているため、真相を解明し、市民に事実を説明してもらいたいむねの

要望書を提出することになりました。要望書は以下の通りです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成 28 年 6 月 9 日 

岡崎市議会議長殿 

岡崎市竜美中２－１－８ 天野法律事務所内 

市民オンブズ岡崎 代表 渡 邉 研 治  

 

岡崎市議会議員によるハラスメント行為についての事実関係の究明と 

市民への説明、及び議員行動倫理規定についての要望書 

 

このことについて、中日新聞の平成 28 年 4 月 29 日より連日報道されていることについ

て、女性議員の訴えが事実であるならば、岡崎市議会議員の品位を貶める卑しき行為だと

弾劾せざるを得ません。女性議員からいつどのような相談がされ、それに対して議会とし

てどのような行動をとられたのか。具体的な事実を市民に明らかにするとともに、疑念を

抱くような行為が生じないような行動倫理が求められます。 

 よって、以下の点について要望しますので、6 月末までにご回答ください。 

 

記 

 

１．セクシャルハラスメントの相談が議会事務局、及び議長周辺に行われていたのなら、

その経緯を詳細に明らかにして下さい。 
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２．一昨年以降、議長への連絡があったにもかかわらず、対応に不備があったと思います

が、それぞれの議長がどのような判断をし、何をしたのかお知らせください。議長の判

断の根拠をお知らせください。 

３．岡崎市議会議員行動倫理規定があれば、明らかにして下さい。 

４．今後、疑念を抱くような行為を控えるべく、改善すべき点が見つかったならば、どの

ような改善をしていくのか、明らかにして下さい。 

以上 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

会費及びカンパのお願い 

 

 「市民オンブズ岡崎」は会員の会費と市民カンパのみで運営しています。 

このニュースは会員だけでなく、いままで会が主催した催しに参加された方、会の活動に

協力頂いた方にも郵送させていただいています。みなさんに郵便振替用紙が入っています

が、強制するものではありません。協力いただける方は会費やカンパをお願いします。 

 銀行振込の場合は「ゆうちょ銀行 〇八九店 当座 ００９１４４０」で振り込めるよ

うになりました。こちらでも結構です。 

 

例会の案内 

７月５日（火）ＰＭ７時００分～ 

岡崎市中央図書館（りぶら）１F １０２B 

８月２日（火）ＰＭ７時００分～ 

岡崎市中央図書館（りぶら）１F １０２B 

（1階図書館側からはいってきてください。） 
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